
☆ 秋田県内各警察署生活安全課への来署による各種申請・
 届出については、皆様がスムーズに手続が行えるよう、
 事前予約制に変わります。
☆ 手続をする場合は、
 １か月前から前日までの平日８：30～17：15の間
 に受付をする警察署生活安全課に電話をしてください。
[例：９月15日に手続がしたい→８月15日～９月14日までに予約]

令和８年７月１日（水）から
秋田県内全警察署

※ 手続については、オンライン申請でも受付しています。
  オンライン申請をしていただければ電話による事前予約をしなく 
 ても手続が可能です。
  詳しくは、警察庁ホームページ「オンラインでの申請等の案内」 
 にあります、
「ｅ－Ｇｏｖ電子申請を初めてのお使いの方へ」（電子申請ガイド） 
 を確認してください。
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